
議案第２６号 

 

   所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について 

 

 所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別記のとおり制定する。 

 

  令和５年 ２月２０日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 子ども・子育て支援法、学校教育法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴

い、所要の改正を行うため、本案を提案するものである。 
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   所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 所沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改

め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２

号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３

号」に改める。 

 第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を

「同条第２号」に改める。 

 第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

 第１３条第４項第３号ア(ア)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同号ア(イ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

号イ(ア)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ(イ)中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

 第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

 第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 第３６条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」

を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、
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同条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 第３７条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

条第２項及び第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同

項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に改める。 

 第３８条第２項及び第４０条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条

第３号」に改める。 

 第５２条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１

項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３

号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改める。 

 第５３条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」

を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条の改正規定は、

公布の日から施行する。 
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